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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

我々が働く職場で何よりも優先しなければならないのは「安全」です

私は、事業主として、労働者が安心して働くことのできる職場づくりを進めます。

1・業務の打ち合わせ・確認をこまめに行わせます

2・ヒューマンエラーの原因となる不安行動をせぬよう「急がず・焦らず・おこた

らず」の徹底に取り組みます

3・高齢者については業務範囲を決め体力に応じた配置と健康教育を行います

私たち労働者は、事業主の宣言に基づき、ヒューマンエラーの原因となる不安行

動をせぬよう「急がず・焦らず・おこたらず」行動します。

1・作業場の5Sの徹底と事前段取りをしっかり行うことで余裕のある作業をします。

2・現場内のホウレンソウを徹底し作業手順の確認・遵守します。


